
提

出

者

山

井

和

則

平
成
十
六
年
十
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

二

三

号

医
療
的
生
活
援
助
行
為
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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医
療
的
生
活
援
助
行
為
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
六
年
八
月
四
日
提
出
の
衆
質
一
六
〇
第
三
九
号
（
以
下
「
前
回
質
問
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
平
成
十
六
年
八
月
十

一
日
受
領
の
答
弁
第
三
九
号
（
以
下
「
前
回
答
弁
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
不
明
な
点
が
多
く
、
ま
た
新
た
な
疑
問
が
あ

る
。そ

こ
で
、
以
下
の
と
お
り
再
度
質
問
す
る
。

一

「
爪
切
り
」
「
軟
膏
等
塗
布
」
「
点
眼
」
「
服
薬
管
理
」
「
血
圧
測
定
」
「
口
腔
内
か
き
出
し
」
「
褥
瘡
の
処
置
」
「
摘

便
」
「
浣
腸
」
「
坐
薬
挿
入
」
「
吸
引
器
に
よ
る
痰
の
吸
引
」
「
経
管
栄
養
の
準
備
・
実
施
」
「
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
注
射
」

「
湿
布
貼
布
」
「
狭
心
症
治
療
薬
貼
布
」
「
在
宅
酸
素
吸
入
・
管
理
」
「
導
尿
」
「
カ
テ
ー
テ
ル
管
理
」
等
の
医
療
行
為
に

つ
い
て
医
療
・
看
護
職
員
と
連
携
を
と
り
な
が
ら
介
護
職
員
は
行
っ
て
よ
い
か
と
い
う
前
回
質
問
二
に
対
し
、
「
医
師
法

（
昭
和
二
三
年
法
律
第
二
〇
一
号
）
第
十
七
条
は
医
師
で
な
い
者
が
医
業
を
な
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う

「
医
業
」
と
は
、
医
師
の
医
学
的
判
断
及
び
技
術
を
も
っ
て
す
る
の
で
な
け
れ
ば
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
危
害
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
「
医
行
為
」
を
反
復
継
続
す
る
意
思
を
も
っ
て
行
う
こ
と
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お

尋
ね
の
行
為
が
業
と
し
て
行
わ
れ
る
「
医
行
為
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
例
外
的
な
場
合
を
除
き
、
介
護
職
員
は
医
師
等
と
連

一



携
を
と
る
場
合
で
あ
っ
て
も
当
該
行
為
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
い
う
答
弁
で
あ
っ
た

が
、
例
外
的
な
場
合
と
は
何
か
、
又
何
を
も
っ
て
例
外
的
な
場
合
と
い
う
の
か
、
誰
が
判
断
す
る
の
か
具
体
的
に
お
示
し
頂

き
た
い
。

二

一
で
例
外
的
な
場
合
を
医
師
が
判
断
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
医
師
の
指
示
の
も
と
で
介
護
職
員
が
医
療
行
為
を
行
う
こ
と
は

可
能
か
。

三

前
回
答
弁
七
で
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
痰
の
吸
引
が
必
要
な
利
用
者
は
約
一
万
人
程
度
存
在
す
る
。
現

行
の
人
員
配
置
基
準
で
は
看
護
職
員
が
二
四
時
間
対
応
で
き
ず
、
多
く
の
施
設
で
は
夜
間
看
護
職
員
が
い
な
い
が
、
そ
の

間
、
ど
う
対
応
し
て
い
る
の
か
。

四

日
本
労
働
組
合
連
合
会
が
平
成
十
六
年
に
行
っ
た
「
介
護
保
険
三
施
設
調
査
」
結
果
に
よ
れ
ば
、
「
爪
切
り
」
「
外
用
薬

の
塗
布
」
「
血
圧
測
定
」
「
点
眼
」
「
座
薬
」
「
口
腔
内
の
か
き
出
し
」
「
痰
の
吸
引
」
の
医
療
行
為
を
半
数
以
上
の
介
護

職
員
が
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
結
果
に
対
し
て
ど
う
考
え
る
の
か
。

五

准
看
護
師
は
看
護
師
の
指
示
を
受
け
て
診
療
の
補
助
行
為
を
行
っ
て
い
る
が
、
准
看
護
師
の
養
成
課
程
で
「
痰
の
吸
引
」

の
ス
キ
ル
を
習
得
す
る
た
め
に
何
時
間
の
講
義
及
び
実
習
を
行
っ
て
い
る
の
か
。

二



六

非
医
療
従
事
者
が
自
動
血
圧
測
定
装
置
を
使
用
し
て
「
血
圧
測
定
」
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
前
回
答
弁
三
で
「
自
動
血

圧
測
定
装
置
を
使
用
し
た
血
圧
測
定
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
正
確
な
測
定
値
を
容
易
に
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、

こ
う
し
た
機
器
を
利
用
し
て
血
圧
を
測
定
す
る
行
為
自
体
は
、
非
医
療
従
事
者
で
も
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、

自
動
血
圧
測
定
装
置
を
使
用
し
て
得
ら
れ
た
血
圧
値
を
基
に
、
診
断
を
行
う
こ
と
は
「
医
行
為
」
に
該
当
し
、
こ
れ
を
業
と

し
て
行
う
場
合
は
医
師
に
よ
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
血
圧
測
定
以
外
で
も
同
様

に
身
体
に
対
す
る
危
険
性
が
低
い
機
器
を
介
護
職
員
が
利
用
す
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
ら
れ
る
か
。

七

盲
・
聾
・
養
護
学
校
に
お
い
て
医
療
の
ニ
ー
ズ
の
高
い
児
童
に
対
し
て
、
「
痰
の
吸
引
」
等
の
医
療
行
為
を
教
員
が
行
う

方
向
で
あ
る
が
、
四
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
同
様
の
行
為
を
介
護
職
員
が
行
え
る
よ
う
な
条
件
づ
く
り
を
急
ぐ
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

三


